
入 札 説 明 書 

 令和８年度おおいた動物愛護センター液化石油ガス単価契約に係る一般競争入札等については、

関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 

 入札に参加するものは、下記事項を熟知のうえ入札しなければなりません。 

 この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記３に掲げる者に説明を求めるこ

とができます。ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てること

はできません。 

 

記 

 

１ 公告日 令和８年３月１６日 

 

２  競争入札に付する事項 

⑴ 件   名 令和８年度おおいた動物愛護センター液化石油ガス単価契約 

⑵  契約期間 令和８年４月１日から令和８年６月３０日まで 

⑶ 対象施設 おおいた動物愛護センター 

⑷  仕 様 書 別添「令和８年度おおいた動物愛護センター液化石油ガス単価契約仕様書」の 

      とおり 

 ※中東情勢の悪化により、今後原油価格の高騰による調達コストの上昇が見込まれること等先行

きが不透明であることから、本契約については令和８年度第１四半期とし、第２四半期以降

（８年７月以降）については、後日改めて一般競争入札を実施する。 

 

３ 契約に関する事務を担当する部局の名称 

  大分県動物愛護センター 

  〒870－1201 大分市大字廻栖野３２３１番地４７ 

  電話 097－588－1212 

 

４ 契約条項を示す場所及び日時 

  大分県共同利用型電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）上に、令和８年３月

３１日（火）まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。 

 

５ 電子入札システムの利用 

  本案件は、電子入札システムで行う。また、入札に係る事項は、この入札説明書に定めるもの

のほか大分県電子入札運用基準（物品・役務）による。 

  なお、紙による入札参加資格を希望する者は、入札書等を下記８及び９に掲げる方法により提

出すること。 

 

６ 入札参加条件 

  この調達については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である 

こと。 

⑵ 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要 

な資格を取得している者であること。 

⑶ 次のいずれかに該当する者であること。 

 ア 大分県内に本店を有する者 

イ この公告の日前に、上記⑵に掲げる資格の審査申請又は登録事項の変更届の手続きを経 

て、入札の参加及び見積り、契約の締結及び物品の納入、代金の請求及び受領並びにこれに 

附帯する一切の事項の権限を大分県内の支店又は営業所等に委任している者 

⑷ この調達に係る営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ている 

者であること。 



⑸ この調達に係る仕様書に基づき、事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた 

 者であること。 

⑹ この公告の日から下記10に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い 

及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に対する指名停止の措置を受けていない者である 

こと。 

⑺ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者 

が、その経営に実質的に関与していない者であること。 

   なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 

  ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 

  イ 暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) 

  ウ 暴力団員が役員となっている事業者 

  エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

  オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締

結している者 

  カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者 

  キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係

を有している者 

  ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

７ 電子入札システム、入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

 ⑴ 使用言語 日本語 

 ⑵ 通  貨 日本国通貨 

 

８ 入札参加申請の申請期限及び方法 

⑴  申請期限 令和８年３月２５日（水）１０時００分 

⑵  方  法 電子入札システムによる。なお、紙による入札参加を希望する者は、紙入札参加

      届出書２部を大分県動物愛護センターへ提出すること。 

 

９ 入札書の提出期限及び方法 

⑴  提出期限 令和８年３月３１日（火）１７時００分 

⑵  開札方法 電子入札システムによる。なお、紙による入札参加を希望する者は、入札書１部 

を封書にし、大分県動物愛護センターへ提出すること。 

 

10 開札の予定日時及び方法 

⑴ 予定日時 令和８年４月１日（水）１０時００分 

⑵ 開札方法 電子入札システムによる 

 

11 再入札 

  開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規

定により再入札を行う。この場合において、再入札については、金額の入力期限、開札日時及び

最低入札価格を別途通知する。また、再入札は開札日当日に行うので対応できるようにするこ

と。 

 

12 大分県契約事務規則の適用 

  入札、契約及び契約の履行等の本調達に係る事項については、大分県契約事務規則（昭和３９

年大分県規則第２２号）の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。 

 

13 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

 



14 入札参加時の注意点 

⑴  入札には、上記６の⑵に掲げる資格の審査申請又は登録事項の変更届の手続を経て、入札

の参加、契約の締結及び物品の納入、代金の請求及び受領等並びにこれらに附帯する一切の

事項の権限を有する者として登録を受けた者が参加することを原則とする。 

⑵  落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金

額をもって落札価格とし、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるか

を問わず、見積った金額の１１０分の１００に相当する金額を入力すること。 

⑶  本入札は「基本料金(月額)」と「従量単価(1立方メートル当たり)」を見積る必要が

あるため、契約期間中の額を登録すること。すなわち、「基本料金（月額）」には３

を乗じ、「従量単価（1立方メートル当たり）」には令和８年度第１四半期発注予定数

量（仕様書に記載）を乗じた額の合計額を登録すること。なお、落札者は、総価比較

方式で決定する。 

 

15 入札の無効 

  大分県契約事務規則第２７条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効

とする。 

  なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。 

 

16 落札者の決定の方法 

⑴ 有効な入札で、大分県契約事務規則第２３条の規定により作成された予定価格の範囲内の価 

  格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子入札システムにおいて電子 

くじによる落札者決定を行う。 

⑶ 再入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令 

第１６７条の２第８号又は第９号の規定により随意契約を行うものとする。 

 

17 契約保証金に関する事項 

  契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、次の場合は、契約保証金の全 

部又は一部の納付を免除する。 

⑴  保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

⑵  過去２年間に国（独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人法 

第二条第一項に規定する国立大学）又は地方公共団体（地方独立行政法人法第二条第一項に規定す 

る地方独立行政法人を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結す 

るとともに、これらを全て誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと 

認められるとき。 

 

18 契約書の作成 

  落札者決定通知の日から７日以内に、県が作成する様式による契約書に必要事項を記載し、記

名押印のうえ上記17に掲げる契約保証金若しくは上記17の⑴又は⑵に掲げる事項を証明する書類

を添えて提出すること。 

 

19 質問の受付及び回答 

⑴  本業務についての質問は、質問書（別添様式）により下記⑵から⑷までのとおり行うものと

し、質問書の提出があった場合においては、⑸の期限までに、質問の内容及び回答を大分県

ホームページに掲載する。 

⑵  提出場所 大分県動物愛護センター 

⑶  提出期限 令和８年３月１９日（木） １０時００分 

⑷   提出方法 持参、郵送又はＦＡＸのいずれかの方法により提出すること。なお、ＦＡＸに 

よる場合は必ず電話により受信を確認すること。 

⑸  回答期限 令和８年３月２４日（火）１７時００分 

 



20 引継ぎに関する事項 

  入札後、落札業者は令和８年４月１日から円滑に業務ができるよう準備すること。 

  また、令和８年３月３１日までの供給者である大分県米穀卸株式会社と、ＬＰガスバルク内の残

量ＬＰガスや供給に必要な事項等について、同者と協議のうえ引受けを行うこと。 



（契約条項） 

燃料等売買単価契約書 

 発注者 大分県動物愛護センター所長 ヽヽヽ （ヽ以下「甲」という。）と受注者 ヽヽヽヽ ヽヽヽヽ

（以下「乙」という。）とは、燃料等の売買について、次のとおり契約を締結する。 

 （契約の内容） 

第１条  甲が、乙から継続的に購入する燃料等、単価、契約期間及び納入場所等は、別表のとおりとする。 

  （検査） 

第２条 甲は、毎月検針日を指定し、乙の立会のもとに使用量の検査を行うものとする。 

  （代金の請求及び支払時期） 

第３条 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して３０日以内に代金を支払

わなければならない。 

  （納入遅延に対する遅延利息） 

第４条 乙の責めに帰する理由により、納入期限までに燃料等を納入しない場合は、乙は甲に対して遅延

利息を支払うものとする。 

２ 前項の遅延利息の額は、納入期限の翌日から納入するまでの日数に応じ、契約金に対し、政府契約の

支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定

する率を乗じて計算した額とする。 

 （履行委託等の禁止） 

第５条 乙は第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は、契約による権利を譲渡

し、若しくは契約による義務を引き受けてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合はこの限りで

はない。 

（法令の遵守） 

第６条 乙は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律その他関係法令を遵守し、その

責任を負うものとする。 

 （契約の変更） 

第７条 甲は、公益上必要があると認めたときは、乙と協議して契約を変更し、若しくはその履行を中止

させることができるものとする。 

２ この契約締結後において、市場価格等の変動により、購入単価について変更する必要が生じたときは、



甲、乙協議の上、第１条に定める購入単価その他の契約内容の変更を行うことができるものとする。 

 （契約の解除） 

第８条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において解

除により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。 

      （１）納入期限までに物品の納入を終わる見込みのないとき。 

   （２）履行に関し不正の行為があると認めたとき。 

   （３）乙に誠意がなく完全に契約の履行を終わる見込みがないと認めたとき。 

   （４）乙がこの契約の各条項に違反したとき。 

（５）乙が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定する

暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められたとき。 

 （違約金） 

第９条 甲は、乙の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、違約金を徴収する。 

２  前項の違約金の額は、契約金の１００分の１０に相当する金額とし、この違約金の徴収は甲の損害賠

償の請求を妨げない。 

 （協議） 

第１０条 この契約書に約定しない事項について約定する必要が生じたとき、または、この契約書に約定

する事項について疑義のあるときは、その都度甲・乙協議して定めるものとする。 

 

 この契約が成立したことを証するため、この契約書２通を作成し、各自それぞれ１通を保持する。 

    令和８年  月  日 

                 甲 所 在 地  大分県大分市大字廻栖野３２３１番地４７ 

                   名   称  大分県動物愛護センター 

                   代 表 者  所長  ヽヽヽヽ  

                 乙 所 在 地  ヽヽヽヽヽヽヽ  ヽ

                   商号又は名称 ヽヽヽヽヽヽヽ  ヽ

                   代表者氏名  ヽヽヽヽヽヽヽヽ     



（別 表） 

 

  １  購入単価 

納 品 名 単 位 金額（税込み） 
 

基 本 料 金 
 

月額 
 

円 
 

液化石油ガス 
 

１㎥ 
 

円 

 

 ２ 契約期間   令和８年４月１日から令和８年６月３０日まで 

 ３ 納入場所   大分県大分市大字廻栖野３２３１番地４７ 

 ４ 契約保証金  年間予定金額の１０／１００以上 

（大分県契約事務規則第５条第３項各号のいずれかに該当する場合は免除） 


